
R06 大教組　専門部　（女性部）
項目１
〇　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。
〇　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性、適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着をはかってきたところ。
〇　今後も適正に運用し、より良い制度とするため、今年度8月に評価・育成システムに関する教職員のアンケートを実施した。アンケートで回答された意見も参考に「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図ってまいりたい。
項目２①
〇　大阪府では、大阪府教員等育成指標に基づき、教職員それぞれのキャリアステージに応じた資質向上をめざし、研修を実施している。
〇　府教育センターでは、研修の目的や内容によって、集合での実施のほか、オンデマンドやリアルタイムといったWeb形式での実施を採り入れるなど、その方法を工夫し、研修が効果的なものになるように努めている。
項目２①、４①②③④
〇　教職員定数については、学校教育の充実・発展と、教育課題に的確に対応するため、国の措置する定数を最大限に確保し、各学校の課題の状況とその取り組みに応じて、重点的な教職員の配置を行っているところ。
〇　今後とも、教職員定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
項目２③⑦
〇　学校において整備することが法令上の義務として求められる主な安全衛生管理体制は、常時50人以上の職員が在籍する学校では、衛生管理者の選任と、衛生委員会の設置、50人未満の職員が在籍する学校では、衛生推進者の選任である。
〇　市町村立学校における衛星委員会の設置や男女別の臥床できる休養室の設置など、労働安全衛生管理に関する事項については、設置者である市町村教育委員会の所管事項である。
〇　府教育委員会では、「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」において、労働安全衛生法等の法令に基づき、教職員の健康の保持増進と快適な職場環境形成の観点から、学校の規模（職員数）に応じ、職員の意見を聴くための機会を設ける等、労働安全衛生管理体制をより充実させるよう指導しているところ。
〇引き続き、府教育委員会では、市町村教育委員会に労働安全衛生管理体制の充実を働きかけてまいる。
項目２④
〇　府教育府では、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、各校からの機器、システム、ネットワーク等に関する問合せに対応している。
〇　併せて、GIGAスクール運営支援センターを設け、全教職員を対象として、児童生徒1人１台端末に関する問合せ対応やFAQサイトの充実、クラウドサービスに関する設定作業の代行等を通じて、各校の支援を実施しているところ。
〇　さらに、同センターの人材を派遣し、全府立学校に対して訪問ヒアリングを実施するとともに、必要に応じて、遠隔支援により解決できなかったトラブルへの対応や学校の実情に応じた校内研修などを行っているところ。
〇　また、府立学校においては、全生徒に1人1台ずつ端末を貸与するとともに。すべての普通教室や特別教室に無線アクセスポイントを設置するなど、ICTの活用促進に向けた環境整備に努めている。
項目２④
〇　府立学校教職員については、学校保健安全法及び労働安全衛生法に基づき定期健康診断を実施している。また、常勤職員を対象に情報機器作業調査及び特別健康診断のための問診を一括で行い、医師の指示に基づき、必要な職員に対し検査を実施している。

項目２⑦
〇　教育庁では、令和3年度から5年度にかけて平成16年度に設置した府立高校の普通教室等の空調設備を更新し、平成30年度から令和5年度にかけて支援学校の特別教室への空調設備の設置を行った。
　　令和6年度は令和4年度に大阪市から移管された府立高校の体育館への空調設備の設置を行っているところ。
〇　府立高校の特別教室の空調設備については、各校の音楽室やLAN教室に加え、視聴覚教室など、使用頻度の高い3教室も対象に設置している。
〇　平均気温の上昇や猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、特別教室の使用状況等を検証した上で生徒の学習環境の改善に必要な対策を検討してまいる。
〇　また、教員については、職員室に空調設備を設置済みであるが、職員室内にすべての教員の席が確保できない学校については、各校の状況を確認しながら、個別に対策を検討してまいる。
項目３
〇　高等学校の学級編成については、国が定める40人という標準を堅持しつつ、国措置定数を最大限活用して教育条件の改善を図る中で、多様な高校教育の展開に対応することとしている。
〇　府としては、35人学級が未実施の中学校については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か、「35人学級編成」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続する。
〇　国に対しては、35人学級を中学校にも拡充するよう、要望を行っているところ。
項目５①
〇　休暇・休業制度等については、市町村教育委員会を通じて周知徹底を図るとともに、研修会等あらゆる機会を通じて指導してきたところ。また、今年度においても、「学校職場における勤務条件等（制度解説）」を作成し、新規採用教職員に配布するとともに、FAQや他の関係通知等と併せて、大阪府ホームページからも閲覧できるようにしている。
〇　今後とも、適切な制度運用が行われるよう取り組むとともに、全ての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいる。
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